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研究成果の概要（和文）：　日本の運動部活動（もしくは部活動、部活、学校スポーツ）は、世界的にみて珍しいシス
テムである。20世紀まで、部活動は色々な問題を孕みながらも、学校教育に貢献してきた。しかし、21世紀となった今
日、部活動の役割を大きく見直す時期にきている。運動部活動の１番の問題は、勝利至上主義とどのように向き合って
いくかである。
　本研究は、スポーツにおいて勝利至上主義は批判されるものではないことを明らかにした。むしろ問題は、運動部活
動の設計である。いくつかの事例を引きながら、運動部活動が進むべき途を提言した。

研究成果の概要（英文）：　Japanese school athletic activity (or, club activities,extracurricular activity 
and school sport) see worldwide, and are an unusual system.Though school athletic activity contain 
various problems until the 20th century, I have contributed to a school education.But it's worn in today 
which was the 21st century and the time to reconsider the role of the school athletic activity.The 
problem by which school athletic activity are most is how it's being confronted with a victory supreme 
principle.
　This research made it clear that a victory supreme principle can't be criticized in a sport.In fact, a 
problem is a design of school athletic activity. It was possible to propose the route where future's 
school athletic activity should be developed while studying several cases.

研究分野： 経営学、教育学
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１．研究開始当初の背景 
（１）近代スポーツはイギリスの産業革命後
に誕生したのち、アメリカをはじめ多くの
国々へと渡ったが、一片の文化がほとんど原
型を変化させることなく、ひとつの国（イギ
リス）から別の国（世界）へと移動していっ
たことは大変稀有なことである。日本も例外
ではない。「スポーツ」が輸入されたのは文
明開化の明治時代であるが、余暇時間が豊富
な学生たちによって広められ、特に学生野球
が爆発的な人気を博し、「スポーツをするの
は学生」という意識が広まっていった。 
（２）このように欧米から移入されたスポー
ツという要素は、学校間、企業間で加速度的
に伝播していった。しかし、欧米の価値、感
情、観念など文化的な要素までもが移入でき
るわけでも、受容できるわけでもない。日本
では、古代ギリシャもしくはヨーロッパで教
化されたスポーツの観念（エトス）を普遍的
なディフィニションと捉えている場合が多
い。  
 
２．研究の目的 
人間の自由な生活活動や精神活動という

ことから、スポーツや学問を文明的な要素と
して捉えてみた場合、要素を問題とするより
は要素間の体系の方が問題といえる。文明の
要素をどのように組み合わせ、プログラミン
グするのかという点にアイデンティティの
かなりの部分が存在する。つまり欧米のスポ
ーツという文明要素を抽出し、それを日本の
文明の中に投げ入れても「全く」機能しない。
なぜならば、教育制度、家庭環境、社会福祉
制度などがあまりに違いすぎるからである。
今日では、競争原理と公正原理の間（はざま）
の中、社会が急激に変化しはじめ、それまで
確立されていたはずのアイデンティティは
崩壊し、自己を再定義しなおし、新たな自己
を構築しなくてはならなくなった時期とい
える。 
 
３．研究の方法 
 本研究のアイデンティティは、スポーツを
単なる歴史的な要素として処理することで
はなく、むしろスポーツを人間の生活活動、
精神活動（文化）の一つとして捉えなおし、
ある一定地域の生活圏（文明）という外殻か
ら通観しようとするものである。そうした作
業を通じ、日本、日本人にとってのスポーツ
というものが、これまでの生活の中でどのよ
うな役割や意味をもっていたのか、日本人の
「生活経営（life management）」を浮き彫り
にする試みともいえる。特に、本論文では、
比較制度分析（Comparative Institutional 
Analysis）の立場から、日本と諸外国で、文
明要素となるスポーツ、学校、教育がどのよ
うな組み合わせによって制度化されている
のかを相対的な視点より考察する。 
 
４．研究成果 

（１）文明要素としてのスポーツ 
 歴史的な時間軸と国別に語る方法を「通時
性（diachronism）」といい、異国・異時代で
ありながら共通項があることを明らかにす
る方法を「共時性（synchronism）」と呼んで
いる。以下、文明要素のスポーツを「通時性」
と「共時性」の観点からみていく。 
 スポーツ倫理は、「エトスのルール化が可
能であるとしても、エトスのルールに対する
根源性という序列をひっくり返すことはで
きない」という。つまりスポーツのエトスは、
野球などの得点を競う競技であれば「相手よ
りも多く得点した方が勝ち」、陸上や競泳で
あれば「相手よりも速くゴールした方が勝
ち」、格闘技であれば「相手をノックアウト
した方が勝ち」という大原則のことである。
それではスポーツはエトスだけを明確にす
ればよいのかといえばそうではない。その実
現にはルールが不可欠である。なぜならばル
ールのないスポーツは存在し得ないからで
ある。 
 スポーツを通時的にみても共時的にみて
も、審判員を組織化する管理運営組織が重要
な機能を所与としていることが理解できる。
審判員の組織化以外にも、競技を構成する諸
要素となる「ルール改正」、「選手（チーム）
資格」、「組み合わせ（レギュレーション）」、
「用具規格」、「競技場の運営管理」など、競
技の運営に関連するすべての事柄と関係者
たちを統括する組織が存在しているのが今
日のスポーツシステムである。しかし、古代
ギリシャの例を引くまでもなく、いつの時代
も統括組織のルール適用と競技者およびコ
ーチたちとの鬩ぎ合いは、「勝利」という文
脈の中で対立する。つまり、「勝利」と「ル
ール」の結合体を制御（マネジメント）する
ことはできるが、随伴する諸要素（市場、経
済、社会思想など）が組み合わさることで制
度設計がさらに難しくなるといえる。 
 
（２）日本への体育・スポーツの移入 
1867 年、徳川幕府が政権返上し、翌年には

明治と改元され、日本は四民平等の近代国家
へ進むことになった。それまでの封建制度と
閉鎖性を壊すためには、経済、政治、教育を
全国的に統一する必要があり、そのため欧米
の文明要素が参考にされた。しかし、数百年
にもおよぶ儒仏思想によって教育されてき
た日本人が、欧米の価値、観念、思想をどの
ように受容するかは大きな問題であった。 
 体育史の研究によれば、1873 年、ダレッ
ト・モルレー（1830-1905、アメリカ人）は、
当時の文部大輔（現在の文部大臣）である田
中不二磨へ、「智・徳・体兼備の人をもって
教育の目標」を提言したと述べた。羽田
（1990）によれば、モルレーの教育論は、コ
メニウス、ルソー、ペスタロッチの教育思想
の系譜に連なる、という。また、当時は、ハ
ーバード・スペンサー（1820-1903、イギリ
ス人）の教育論、「知育論・徳育論・体育論」



の影響も強く受けていた。これらの教育思想
は、福沢諭吉の「学問のすすめ」の中でも取
り上げられ、その当時の教育の基本として
「知育（智育）、徳育、体育」の三育が確固
たる日本の教育思想の骨子として形成され
ていったのである。 
しかし、三育が三位一体として展開されて

いくわけではなく、知識が重視され「知育」
偏重の教育に陥り、青年子弟の体力、気力の
減縮が次第に問題視されてくるようになる。
それを解消すべく、1872 年、東京外語大学内
に文部省所轄の「体育伝習所」が創られた。
後の東京高等師範学校である。「体育伝習所」
の目的は、「１．日本に適した体育法の研究」、
「２．優秀な教師の養成」である。すなわち、
トレーニング法の開発、体操普及者の教師の
育成である。 
 
（３）スポーツと社会的課題の関係 
ヘレニズム前期では、人為（nomos ：ノモ

ス）が創造した社会（慣習、法律など）に不
変的な自然法則（physis：ピュシス）が存在
するとは考えられていなかった。つまり、人
が造った社会なのであるから、完全で不変な
社会などは存在せず、社会とは常に不完全で
不安定であるとみられていた。しかし、プラ
トンやソクラテスはノモスの世界にもピュ
シスは存在すると説いた。さらに、プラトン
の弟子であるアリストテレスは、すべての目
的は善を目指し、最高善（common good）と
は「幸福」である、と説いた。 
社会的な制度や組織は、幸福のために機能

することが不変的な前提として存在する。し
かし、社会の幸福のために存在する制度や組
織が、逆に幸福の足枷となることがある。そ
れが社会的課題と考えられる。すなわち、幸
福（目的）のための制度・組織（手段）だっ
たものが、ひとたび創り上げられたことによ
って、その制度や組織の維持存続自体が合目
的性へと転位するのである。例えば企業は、
社会の幸福（例えば生活水準の向上）のため
に組織されたものであるが、翻って経済格差、
リストラ、環境破壊などの社会的課題を生む。
またスポーツも、社会の幸福のために創造さ
れてきたものであるが、その一方で、様々な
社会的課題も同時に生んでしまう。つまり、
文明要素は社会全体を幸福にするためのも
のであるが、その組み合わせや制度設計によ
っては面倒なことが持ち上がってもくる。 
まとめると、社会的課題とは、実は社会を良
くしよう（幸福）とした働き掛けの下に生起
する厄介なものといえるであろう。 
 
（４）日本の学校スポーツのマネジメント 
 中学校、高等学校の学校生活は３年間とい
われる。しかし、学校スポーツに限れば、公
立学校の多くの生徒たちを中心に、一般的な
学校では約２年間、強豪校では約 2.5 年の場
合が多い。そして、夏季種目と冬季種目では
事情が異なることを理解しておくことは重

要である。特に、夏季種目は「日本一」を決
めるために、５月から８月までの長期間の開
催期間が、どうしても必要となってしまう。
そのため、早々と予選敗退した多くの生徒た
ちは５、６月に学校スポーツを終え、進学を
控えた受験の準備と称し、春先の地区予選で
「引退」する（もしくは引退を選択できる）
仕組みになっている。スポーツを楽しむ諸外
国からみれば、非常に奇異に感じるであろう
が、日本スポーツの特徴でもあり、面白さな
のかもしれない。しかし、子どもの生涯スポ
ーツという視点からみれば大きな課題であ
る。 
 
（５）部活動における勝利至上主義 
個人種目であれ団体種目であれ、スポーツ

は集団（組織）として活動していかなければ
機能せず、規律や統制は不可欠である。日本
の学校スポーツは共同生活、擬似家族制によ
って形成されてきた。家族への「躾」のため
に体罰を駆使することを是認していた時代、
それは「第１の時代」と「第２の時代」あた
りである。仮に、この時代に「躾」と称した
体罰・懲戒を受けた経験によって勝利を獲得
したのであれば、それを繰り返す可能性が高
いため「体罰は体罰を生む」、「懲戒は懲戒を
生む」ということになる。つまり「第１の時
代」、「第２の時代」で生徒だったものが、「第
３の時代」、「第４の時代」に教員となって経
験を伝えるのである。しかしその時代で通用
していた慣習が、次の時代では通用しない。
文明には新たな要素が次々に足し加えられ、
新たな制度や設計がつくられていくことか
ら、内核の観念や価値も変化し、当時は是認
されていた懲戒が、次の時点では体罰へと判
定が替わってしまうからである。 
 教員の正しい判断の基準は、選手時代に教
えられた倫理観に支えられる。日本のスポー
ツは小学校から大学に至るまで大所帯であ
るため、諸外国と比べても特に規律や統制は
厳しい。この経験の中に、体罰が混入してい
たか、その行為は体罰だったのか懲戒だった
のか、どのように認識していたのかは指導者
が経験した中に答えがあり、正しい基準もそ
こにできる。 
 
（６）新たな部活動の事例研究 
①某中学校の事例 
諸外国のスポーツ制度、特に「学校型」の

国々と比較した場合、日本の部活システムは
かなり特殊なものである。なぜ、この様な特
殊なシステムが脈々と維持存続することが
できたのか不思議であるが、少なくとも日本
の教師たちのボランティア精神によって支
えられてきたことは史実であるといえる。こ
れは日本的経営の象徴ではなかろうか。だが、
さすがの教師たちも制度疲弊してきたのか、
ここにきて部活をサポートする元気を喪失
しはじめてきている。今後、われわれは本研
究の社会的課題を共有していかなければな



らない。 
 この社会的課題に「部活イノベーション」
は新風を吹き込んだ。だが翻って、すでに随
伴的課題も出てきている。特に、分業不可能
な「テクニカルケア（技術指導）」と「メン
タルケア（生活指導）」の折り合いをどのよ
うにマネジメントしていくのか、また、究極
的には「部活イノベーション」の効果検証と
はいかなるものか、どのような視点で捉えて
いくのかが哲学的な大きな課題として挙げ
られるであろう。「部活イノベーション」は、
今後も、予測できない結果や求めていなかっ
た結果とめぐりあい対峙していかなければ
ならない。社会的課題を整理しながら１つ１
つクリアしていけば、ソーシャルビジネスと
して成長し成熟することが期待できること
であろう。学校と企業の連携事業となるソー
シャルビジネスはまだ産声をあげたばかり
である。今後ますます、学校と企業が相互補
完しつつ相互成長していくことが求められ
る。そのためには、「部活イノベーション」
へ至った２つの企業経営者の「経営哲学」を
明らかにすることも今後の大きな課題とい
えよう。 
 
②某高等学校の事例 
初代校長の「部活動をしないと学校がどう

なるかを検証する学校があってもいいと考
えた」から数十年が経過しようとしている。
この命題を本稿にて検証した結果、教育活動
全体を捕捉した上での部活動（サークル活
動）の存在を取捨選択する意思決定こそが学
校経営としての正しい判断である、と結論づ
ける。日本では、学校と部活動は永く密接な
関係を形成してきたために、「部活動をしな
いと学校がどうなるか」と想像もできない。
X 高等学校の事例は、学内のサークル活動で
も十分に役割を果たすことを証明したであ
ろう。 
 今後の動向としては、X 高等学校において
も「サークル活動」の「部活動化」が懸念さ
れるところである。その兆候は教員の顧問化
である。現行では、X 高等学校は問題が生起
した場合、基本理念へと回帰する組織能力を
有してはいるが、顧問制度は緩やかに部活動
化へ傾倒する信号かもしれない。現行の顧問
制度が、本業を圧迫するほどの業務と化した
とき、果たして再び「体系的放棄」が出来る
のであろうか、という問題点もみえてくる。 
 
（７）21 世紀の日本の部活動へのアプローチ 
21 世紀は、新しい知識、情報、技術が政治

経済や文化をはじめ社会のあらゆる領域で
の活動の基盤として飛躍的に重要性を増す
「知識基盤社会」といわれている。これは文
部科学省がみる 21 世紀像である。日本の教
育改革の視点は、21 世紀を知識基盤社会化な
らびにグローバル化の時代と捉え、「生きる
力」を教育の理念として共有することにある。
学校へ求められる具体的な改革の枠組みと

しては、必要最低限の「共通性」と学校裁量
や生徒選択という「多様性」の二層構造を持
つことを特徴としている。 
 学校スポーツを考えていけば、教員が練習
や試合のタクトを自ら振るのではなく、マネ
ージャーやキャプテンに任せられるタクト
は任せ、その活動をモニターしていく方が、
生徒たちは新しい知識を獲得していくこと
になるのではないか。中学生ではまだ少し早
いかもしれないが、公式試合の監督業務（戦
術、選手交代のタイミング、タイムアウトの
タイミングなど）は、学校スポーツという性
格であるならば生徒たちの中で自らが行う
べきであろう。スポーツは不確実性が高く、
先を予測することが困難であり、試合の時々
で何をしなければならないのか、その瞬時の
意思決定は「生きた力」が求められる。それ
は試合へ向けた準備段階となる練習試合を
通じながら、公式試合で想定されるシミュレ
ーションの対策を自ら考え出す「生きた力」
が必要となる。これらの「生きた力」を養う
ためには、学校スポーツのルールを変更して
いくことで対応できる。 
 
（８）日本の学校スポーツへの示唆 
日本は近代スポーツを見事に調和させ、世

界的にみても独創的な学校スポーツの制度
設計をつくった。この制度の注目すべきとこ
ろは、人件費（教員）、施設整備（学校体育
施設）、物品（生徒会）という元からある資
源を最大限に活かしたことである。近代化を
めざす貧しい時代であったがゆえ、「知恵」
を働かせた日本的なシステムが出来上がっ
たとみてよい。しかし、翻って「一高野球」
が誕生し、日本的な「勝利至上主義」が登場
することになった。戦後、アメリカは日本的
な「勝利至上主義」を修正しようと指導する。   
学齢期の国民であれば誰もが自由に学校

スポーツへ参加することを保障し、一部の選
手のみが参加するのではなく、広く生徒が競
技へ参加することができ、多額の経費を費や
すようなことがないような制度づくりが進
められることになる。それは、隠れたカリキ
ュラムの一部として日本の学校教育に大き
く貢献していくことになる。しかし、再び「第
２の時代」あたりから、膨大なトレーニング
時間、精神論など、少しずつもとの「勝利至
上主義」へと回帰していくことになる。 
民主化した学校スポーツへは多くの生徒

たちが集まった。同時に手狭な学校施設であ
るがゆえに大所帯となり、多くの補欠選手が
誕生することになる。日本の学校スポーツは、
基本的には自主性・自発性を尊重するもので
あるから門前払いはできない。そのため、「勝
利至上主義」と「補欠選手」をどのようにマ
ネジメントするかが重要となるが、そこは学
校教育という場の利点が最大効果をうむ。
「補欠選手」を単なる正選手（レギュラー選
手）の競技力をサポートするだけの立場には
置かない。正選手になれなかったとしてもバ



ックアップ選手としての役割（応援、スカウ
ティング）を与えることによって、教育の機
会を提供したのである。諸外国では、仮に選
手が多くなった場合、イギリスであればチー
ムを分け、アメリカであれば選抜してチーム
を編成するであろう。  
現在、日本の学校スポーツは、戦後の理念

とは少し違ったものへと変容してきている。
もちろん制度やシステムであるので、不具合
が生じているのであれば、より良いものへと
進化していくことは当然である。むしろ刷新
していかなければならないであろう。 
 人為がつくりあげる制度や装置は、幸福の
ために機能することが前提となる。そうなる
と、幸福や豊かさの差異は文化的エトスを無
視することはできず、やはり文明の制度設計、
デザインが問題となってくる。 
学校スポーツはスポーツである以上「勝利

至上主義」を完全に避けることは出来ないが、
勝利至上主義の「閾値を下げる」ための制度
設計はいくらでも可能である。特に学校スポ
ーツに関わる大人（教員、保護者、メディア
など）たちの「勝利の閾値」を下げることは、
学校、社会にとって新たな「智」を創造する
機会となる可能性を秘めているのではなか
ろうか。 
福沢諭吉は「学問のすすめ」の中で、教育

の基本は「知（智）育、徳育、体育」と述べ、
現在の文部科学省（2008、2009a）も「『知・
徳・体』のバランス」を強調する。学校スポ
ーツを上手に設計することによって、「知・
徳・体」を統合させた「智（智恵、智慧）」
を育ませる教育を展開していくことが十分
にできるはずである。それは、文部科学省が
謳う、知識基盤社会、生きる力の要請に応え
ることでもあり、これからの日本の学校スポ
ーツが進むべき途である。 
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